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　街から少し田舎に入ると新緑が眩しくて気持ちのいい美味
しい空気が腹いっぱい吸われる。コロナウイルスのことも忘
れてしまうほどだ。しかし、もうすぐ梅雨に入りじめじめし
た季節がやって来る。
　最近の田んぼは圃場整備がほぼ終わり、昔の小さくて曲が
りくねった田んぼはほぼ見かけない。山合の急こう配では棚
田として少し残っている。でも、眺めるには風情があってい
い景色だがその田んぼでお米を作るのは大変だ。田んぼには
機械が入れなく昔のように手作業でする。そして、作業する
人はほとんどお年寄りだ。田舎の人口は減るばかりで農業も
将来像が見えなくなっている。
　コロナウイルスは減少傾向だがもう少し頑張ろう。自分だ
けは大丈夫と思っても、どこに潜んで い゚るかわからない。

「初夏の田園風景」
田舎は田植えが終わってアヤメがあぜ道に、葵ももうすぐ開花
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事務局だより　●組合の動き



（2）　第 406 号 令和 2年 6月 1日い ん さ つ 広 島

　日本政府は 3 月の月例経済報告で、景気は新型コロナウイルスの影響により厳しい状況にあるとの判断を示し、6 年 9
カ月ぶりに「回復」の文字を削除しました。新型コロナウイルスの広がりで景況感は急激に悪化しており、個人消費、設
備投資、企業収益、雇用情勢などで深刻さを増しています。
　一方、経済産業省の工業統計によると平成 30 年の「印刷・同関連業」の製造品出荷額は前年比 5.3％減の 4.8 兆円と
なり初の 5 兆円割れとなりました。
　広島県印刷工業組合としても、こらからの社会経済にあった体質改善を進めてまいります。そしてさらなる連携と協力
体制の強化を図り、組合員企業の成長・発展を目指し事業活動に取り組んでまいります。

　高速・大容量が特徴の次世代通信規格「5G」の商用サービスが日本でも 3 月から始まりました。印刷業界もその５G
であらゆるものがネットにつながる IoT（Internet of Things）やロボット、AI、ビッグデータなどの革新的な技術を活
用してさらに生産性を上げて、新たな価値を生み出すことができると期待されます。しかしこのような時代に必要なのは
「変化」を「チャンス」ととらえる姿勢ではないでしょうか。
　広島県印刷工業組合は昨年に続き「人が集まり笑顔をつなぐ幸せ産業へ」をテーマに掲げました。これまでも大切にし
てきた「人を育てる」「未来にバトンをつなぐ」といった思いと、人と人がつながる力を最大限発揮して、一企業ではで
きないことも連携することで可能にして、組合の存在価値を高めていきたいと思います。

　今年で 16 回目となる「2020 印刷産業夢メッセ」を 9 月 25 日・26 日に開催する予定です。
　本年度のテーマは「夢ある未来。印刷の未来。語り合う未来！」としました。この夢メッセでいろいろなことを学び、
胸が高鳴るようなビジョンを語り合ってもらいたいという思いを込めています。全印工連の「Happy Industry　人々の
暮らしを彩り幸せを創る印刷産業」であり続けるためにそのビジョンに基づいて、印刷関連産業との連携をより一層強化
し、これまで以上に有意義な夢メッセとなるよう精一杯取り組んでまいります。
※コロナウイルスの情勢により変更となる場合があります。 

　地域社会における経済活動の推進と生活文化の向上を目的に開催される全日本印刷文化典。2022 年の全国大会は 49
年ぶりに広島で開催されることとなりました。
キャッチフレーズは真っ赤に燃やせ！ 印刷魂　水の流れが大地を創る。人の心が未来を開く。
　広島大会に参加していただく皆さまに印刷の可能性を感じていただける素晴らしい機会となるよう、実行委員会を立ち
上げて準備を進めているところです。今年 10 月 9 日・10 日に開催される長野大会でもしっかり PR してまいります。
　本年度も昨年同様、組合員との連携を通じて印刷産業の持続的な発展に向け精一杯頑張ってまいります。今後とも組合
へのご理解、ご協力の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。

社会情勢

広島県工組テーマについて

夢メッセについて

全日本印刷文化典　広島大会について

令和２年度　事 業 計 画
～ 基 本 方 針 ～

～ 人が集まり笑顔をつなぐ幸せ産業へ ～

すべてはお客様の
「笑顔」のために

www.meisei-prt.co.jp

〒730‐0845 広島市中区舟入川口町18番19号
TEL.082‐231‐9778 FAX.082‐291‐3730

ア イ デ ア を カ タ チ に

〒730‐0845 広島市中区舟入川口町18番19号
TEL.082‐231‐9778 FAX.082‐291‐3730

www.meisei-prt.co.jp
毎週ブログ更新中
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「役員会レポート」

間隔を広く取った机の配置で開催

　４月 21 日 ( 火 ) 広島印刷会館２階会議室で午前 11
時 30 分から常任理事会が、理事長、副理事長、常任理
事等７名が出席し開催された。
　まず、中本理事長から、「このコロナ拡大中に常任理
事会に出席いただきありがとうございます。席はこの様
に一人ずつ広く空け窓も開放しております。朝も体温等
のチェックを行い皆さんの健康を確認しております。今
日は来月 19 日に我々県工組の総会があり、どうしても
その総会に向けての資料の協議をしなければなりませ
ん。そして、この会議を受けて役員の皆様に総会賛同の
有無を得ることになります。経済は大変厳しい中ですが
年１回の節目の行事です、どうかご協力をよろしくお願
いします」と挨拶があり議題に入った。

議題
１．令和２年度通常総会議案書 ( 案 ) の審議
　　令和元年度事業報告と令和２年度事業計画 ( 案 )
２．「新型コロナウイルス拡大」に伴う対策等について
　　（1）令和２年度通常総会の会場等
　　　　縮小してでも開催する
　　（2）2020 印刷産業夢メッセ開催
　　　　5 月 6 日の政府見通しによる
３．2022 印刷文化典広島大会について
４．その他

第１回常任理事会開催
第１回拡大理事会開催中止

１．産業成長戦略のデザイン
　　（１）印刷業経 2030 年ビジョンの策定
　　（２）対外広報戦略の立案と推進
　　（３）仕様書の策定と積算フォーマットの研究、啓発  
　　（４）海外業界団体および海外の印刷トレンドの調査、
　　　　研究の紹介

２．経営革新マーケティング事業の推進
　　（１）経営革新支援事業
　　　　DX（デジタルトランスフォーメーション）の事例研究
　　（２）事業承継・M&A 支援事業
　　　　　印刷業経営動向実態調査の実施および分析
　　　　　　CSR 認定事業の普及と啓発
　　（３）マーケティング事業の推進
　　　　　デザイン経営の事例研究・情報発信

３．環境労務事業の推進
　　（１）GP（グリーンプリンティング）認定制度の普及推進
　　（２）環境推進工場登録の普及推進  
　　（３）環境マネジメントシステムの推進  
　　（４）環境関連情報の収集・提供  
　　（５）労働関係法令の情報提供
　　（６）「幸せな働き方改革」の周知啓発

４．組織共済事業の推進
　　（１）組織運営強化（組合加入促進）　  
　　（２）共済制度の推進（生命共済事業の推進・各共済制度加入促進）
　　（３）広報事業（いんさつ広島の発行、印刷の月 PR 活動）　

　　（４）支部長会議の開催　  
　　（５）組合員台帳調査の実施　  
　　（６）「BCP（事業継続計画）対策」の推進
　　（７）クラウドバックアップサービス事業の普及・啓発

５．教育研修事業の推進	 	
　　（１）制度教育事業の普及（印刷営業講座・印刷営業士認定試験）
　　（２）技能検定「プリプレス職種（DTP 作業）」の実施 
　　（３）遠隔教育システム「V-CUBE」の活用 
　　（４）全印工連特別ライセンスプログラムの周知・普及
　　（５）人財の確保、育成、定着の促進
　　　　職能センター・ハローワークなどの雇用推進施設と
　　　　の連携の検討
　　（６）情報セキュリティ対策の推進 

６．2022全日本印刷文化典広島大会開催への取り組み
　　（１）各プロジェクトの発足による取り組み計画  
　　（２）2020 全日本印刷文化典長野大会での周知に向けて  
 
７．総務事業の推進	 	
　　（１）いんさつ広島の充実  
　　（２）青年部会活動の支援  
　　（３）永年勤続従業員表彰の実施
　　（４）新年互礼会の開催
　　（５）印刷優勝野球大会の主催  
　　（６）中国地区印刷協議会との連携強化  
　　（７）第 16 回 2020 印刷産業夢メッセ実行委員会事務局

実　施　事　業
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　５月 15 日 ( 水 ) 午後３時から広島印刷会館会議室にお
いて、「第 33 回定時総会」が行われましたが、今回は、「３
つの密」をなるべく避ける為、Web 会議を採用し、会場
は２名、Web が６名参加で合計８名の出席となりました。
初めての試みで、定刻通り進行できるか不安もありました
が、問題なく各自アクセスし、開始することができました。
　議事に入り、全４議案が審議され、全て滞りなく承認さ
れました。新年度より特別会員となる３名を代表して田尾
直也氏より、青年部の未来に向けて温かいメッセージをい
ただき、新入会員としては、㈱アドプレックスの住岡秀宣
氏の入会が全会一致で承認され、新たな青年部のメンバー
に加わりました。そして新部会長には増田達朗氏が選任さ
れ、所信表明の後、新体制のメンバーに協力依頼がありま
した。
　総会終了後、各社の新型コロナウイルスによる影響と対
応について意見交換を行い、厳しい環境の中でも、前向き
な取り組みの話しも聞けて出席者には良い刺激となりまし
た。今後も Web 会議を活用することで、普段中々例会へ
参加できない会員も参加し易くなりそうです。
【議事】
　第一号議案　令和元年度事業報告並びに決算書承認の件
　　　　　　　( 監査報告含む )
　第二号議案　役員改選の件
　第三号議案　令和２年度事業計画並びに予算書承認の件
　第四号議案　特別会員の件

【小下壮嗣前部会長挨拶】
　２年間の青年部会長と全青協ブロッ
ク副議長の任務を無事終える事が出来
ました。
　振返ればこの２年間部会内での活動
は恒例のメモ帳配布・印刷産業夢メッ
セ・新年互礼会を中心に活動し時には部会員と懇親会等も
行って参りました。全青協活動は東京を中心に各地方ブ
ロックへ行脚し今まで経験出来なかった事や多くの人たち
と出会う事により自身に大きな影響となる物を得ることが
出来ました。また、本年２月に秋田県で行われたプリント
ネクスト 2020 では今回中国ブロックとして 2 度目とな
る参加で第３位と言う結果を残す事が出来ました。これも
前回 2018 大阪の経験があった事による繋がりだと思っ
ております。決して部会長の役割を 100％全う出来たと
言えませんが、まだまだやり残した事やもっとこうすれば
良かったなど色々と思う事はありますが、それは今後も一
部会員として継続して行く思いもあり何より自身が得る事

～ 新部会長に「増田 達朗氏」が就任 ～

広島県印刷工業組合青年部会
第 33 回 定時総会開催

が出来た物はしっかりと他の部会員達に共有して行きたい
と思います。これからも宜しくお願い申し上げます。

【増田達朗新部会長挨拶】
　私は青年部会に入るまでは、同業者の方とお話しする機
会があまりありませんでしたが、例会
や夢メッセ、プリントネクストのよう
なイベントに関わっていく中で、部会
員の皆さんと色々な話しができ、特に
プリントネクスト 2018 では、専門学
校のオープンキャンパスに参加する学
生を増やす施策を皆で考え、実際に参加者を増やす事がで
きたのはとても良い経験となりました。それ以降、全青協
の活動イベントにもオブザーバとして定期的に参加させて
もらうようになり、視野が広がった気がしております。
　既に全青協の活動は、非公式ではありますが、Web 会
議で始まり、新議長からは、「四方良しのデザイン」、「デ
ザイン思考」というような言葉がキーワードとして挙がっ
ております。個人的には気持ちがワクワクするような言葉
で、今後の全青協の活動で議論が深まったら、広島の部会
員の皆さんとも話し合っていきたいと思っています。
　とは言うものの、今年はオリンピックがあり、次世代ネッ
トワークの５Ｇがいよいよ普及元年になるか？と思ってい
た矢先、新型コロナウイルス感染症の脅威が世界を蔓延し
ました。「アフターコロナ」、「 ウィズコロナ」というよう
な言葉を耳にしますが、パンデミック（世界的な大流行）
の後、世界は変わるという話しも聞きます。先行き不透明
で不安な日々が続きますが、そんな時、青年部会の真価も
問われるのではないかと思います。
　大変な時ですが、部会員の皆さんともアイデアを出し合
いこの難局を乗り切りたいと思っています。そして、コロ
ナが収束した際は、部会員の皆さんと「あの時は大変だっ
たね」と笑顔でお酒が飲めたらいいなと思っています（笑）。

【青年部会の新会員紹介】

青年部会会長　   増田　達朗
総務部会副会長　高山　陽子
研修部会副会長　塩本　一平
　　　〃　　　　小下　史嗣
会　　計　　　　木戸　　翼
会計監査　      　市原　寛典㈱アドプレックス

住岡　秀宣氏
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【特殊詐欺ハガキの特徴】
〇何の料金請求かわからない ( 具体的な名目の表示がない )
〇請求元がわからない ( どこの会社からの請求かわからない )
〇「管理番号」等を記して、いかにも本物と思わせる
〇「連絡なき場合」「差し押さえ」等の文言で不安をあおり、
　連絡を促す
〇「最終期日」等の期限の欄を設けている ( 考える余裕を　
　与えない )
〇連絡窓口 ( 発送元 ) は、公的機関をかたっている

【生命共済より新型コロナウイルスの対応 ( 保障 ) についてお知らせ】　
新型コロナウイルス感染症が「災害保険金」の対象指定になりました！
この度、全印工連生命共済制度「ライフピア」の引受保険会社より、新型コロナウイルス感染症が生命共済
制度の「災害保険金」対象の感染症として指定された旨の通知を受けましたのでご案内いたします。
生命共済制度パンフレットの保障範囲Ⅲ ( 災害保険金 ) の「法律に定める感染症」として指定されました。

例えば、１００万円コースにご加入の方が、新型コロナウイルス感染症によって死亡した場合、
　　　　死亡保険金１００万円＋災害保険金１００万円＝２００万円が保険金として給付されます。
※詳しくは、後日「ご案内」を送付します。

消費料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ

この度、ご通知いたしましたのは、貴方の利用されてい
た契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による
民事訴訟として、訴状が提出されました事を改めて告知
いたします。
管理番号●●●●　訴訟取り下げ最終期日を経て訴訟を
開始させていただきます。
また、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面
的に受理され、執行官立ち合いの下、給与等の差し押さ
え及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に執行さ
せていただきますので裁判所執行官による執行証書の
交付を承諾していただく様お願い致します。
尚、訴訟取り下げなどのご相談につきましては、当局にて
承っておりますので下記までお問合せ下さい。
書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本
人様からご連絡いただきます様お願い申し上げます。

※取り下げ最終期日　　●●●●年　●月　●●日
　法務省管轄支局　日本民事訴訟センター
　東京都千代田区霞が関●●●●●●
　取り下げ等のお問合せ窓口　０３－●●●●－●●●●
　受付時間　９：００～２０：００( 日、祝日除く )

　本件担当　特殊詐欺抑止係
　電話：082 － 228 － 0110 (3050 ～ 3053)

特殊ハガキの例　新型コロナウイルス拡大に関連して、組合員の皆さまは
大変ご苦労をなされていることとお察しします。
　県警察においては、令和２年までに特殊詐欺の年間被害
総額を５億円以下にすることを目指して「なくそう特殊詐
欺被害・アンダー５作戦」と銘打ち、各種対策を実施中で
す。
　こうした中、令和元年中における県内の特殊詐欺の認知
件数、被害額については、暫定値で 175 件、約３億 2,180
万円となり、本作戦の目標を達成したものの、依然として
年間３億円を超える被害が発生し、憂慮すべき状況にあり
ます。
　特殊詐欺には、電話やハガキ、メール等様々な犯行手段
がありますが、先般、他県において印刷事業者に対して、
特殊詐欺の犯行に使用すると思われるハガキの印刷が大量
発注されるという事案がありました。
　今後、広島県内の印刷事業者に対しても、同様の発注等
があることも予想されます。
　つきましては、このような発注等があったときには、次
のとおりご対応いただき、特殊詐欺被害の抑止にご協力を
いただきますようお願いします。
１．予想される発注等
　　公的機関からの発注であると偽り、電子メールやイン
　　ターネット応募フォームでの申し込みによりハガキ等
　　のデザイン ( 文面 ) を添付の上、印刷の見積依頼又は
　　発注をしてくる。
２．特殊詐欺ハガキの例 ( 右のハガキを参照 )
３．発注等があったときの対応
　　(1) 発注等に応じると場合によっては、詐欺罪の幇助
　　　に該当する可能性があります。
　　(2) 相手方からのメール等の記録を削除することなく、
　　　最寄りの警察署まで通報し、相談する。
　　(3) 警察に相談の結果、特殊詐欺の犯行に使用するハ
　　　ガキと認められた場合は、このような発注のメー
　　　ルは無視するなど適切な対応をしてください。

～ 特殊詐欺被害抑止に対する協力依頼について ～
【広島県警察本部よりお願い】
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　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、１年間、国税の納付を猶予する特
例（特例猶予）が創設されました。
　詳しくは以下のアドレスへ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費税の課税選択の変更に係る特例が設け
られています。
　詳しくは以下のアドレスへ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、青色欠損金の繰戻し還付制度について、法
人の範囲が拡大されました。
　詳しくは以下のアドレスへ

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、「テレワーク等のための設備」も対象に追
加されました。また、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」（中
小企業強靱化法）が 7 月 16 日に施行されます。
　詳しくは以下のアドレスへ

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費貸借契約書のうち、令和３年１月３１
日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。
　詳しくは以下のアドレスへ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm

　新型コロナウイルス感染症の影響により、税金を一時的に納付することが困難な場合は、税務署に申請することに
より納税が猶予されます。
　詳しくは以下のアドレスへ

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が
可決・成立 (4 月 30 日付 ) しましたのでご覧ください。
●新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

●［手続名］欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大されました

●消費税の課税選択の変更に係る特例について

●消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について

●納税の猶予をご利用ください

●テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました
●「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」（中小企業強靱化法）
　が 7 月 16 日に施行されます

【財務省よりお知らせ】
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勝田機械販売㈱
福 岡 営 業 所
四 国 営 業 所

〒135-0041　東京都江東区冬木21-4（冬木ビル4F）　☎03-5245-1555
〒811-1255　福岡県那珂川市恵子1 - 17 - 4 02　☎092-952-7111
〒760-0080　高 松 市 木 太 町 1 6 7 9 番 地 　☎087-861-7773

　　尾道市、安芸高田市など１３市町で増加、三原市、呉市、
　　北広島町など１０市町で減少。

印刷・印刷関連事業
　印刷業関連事業所数、従業員数、製造品出荷額は、下表
のとおりです。
１．事業所数は、２０７事業所で、前年比▲５事業所 ( ▲
　　１．４％ ) 減で、１３年連続で減少。
２．従業者数は、４，６７３人で、前年比▲５９人 ( ▲
　　１．２％ ) 減少。
３．製造品出荷額等は、７９２億円で、前年比▲２７億円
　　( ▲３．２％ ) と減少。
４．製造品出荷額の、上位の４市は ( ２８年度数値 )
　　①広島市　３９７億円 ( 構成比５０．１％ )
　　②福山市　１６７億円 (　〃　 ２１．１％ ) 
　　③廿日市　１０２億円 (　〃 　１２．９％ )
　　④府中市　　６７億円 (　〃　 　８．５％ )
　　の順となっており、４市で７３３億円の出荷額で全体
　　の９２．６％を占めている。

製造業全体
　経済産業省が我が国の製造業の実態を明らかにするため、
毎年１２月３１日現在で工業統計調査を実施しており、令
和元年「広島県工業統計調査結果(従業者４人以上事業所)」
の概況は次のとおりです。
　●上記タイトルのとおり
　●出荷額 (30 年度 ) は、広島市、福山市、呉市で約６割
　を占める。福山市、東広島市、府中市など１１市町で増加、
　広島市、呉市、府中町など１２市町で減少。

全体の動向
１．事業所数は、４，６８１事業所 ( 全国１４位 )、前年比
　　▲１２１事業所 ( ▲２．５％ ) 減少。
２．従業者数は、２１万９８８８人 ( 全国１０位 )、前年比
　　２，９８９人 ( １．４％ ) 増加。
３．製造品出荷額等は、１０兆２４９億円 ( 全国１１位 ) で、
　　前年比▲１５５億円 ( ▲０．２％ ) 減少。
４．付加価値額は、２兆９２３８億円 ( 全国１３位 ) で、　
　　前年比▲２，５４２億円 ( ▲８．０％ ) 減少。
５．市町別は、事業所数は呉市、庄原市、江田島市など４
　　市町で増加、減少したのは広島市、福山市、府中市な
　　ど１８市町、他世羅町は増減なし。従業者数は東広島市、

令和元年広島県工業統計概要（製造業全体　従業者４人以上の事業所）
～事業所数は３年連続減少、従業者数は６年連続の増加、製造品出荷額等・付加価値額は減少。

出荷額は３０年より▲１５５億円減の１０兆２４９億円、付加価値額も減の２兆９千億円～

～全国における広島県の位置は、出荷額は１１位(前年１０位)、付加価値額は、１３位(前年１１位)～
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◎ 組合のうごき

事務局だより

　最近になってやっと新型コロナウイルス拡大の勢いが
弱くなったように感じますが、まだまだ安心はできませ
ん。これからどうなるか予想が付かなく、２波、３波が
あるかもしれません。
　５月のゴールデンウイーク前に「緊急事態宣言」が発
令され、世の中大変な状況になりました。組合として皆
さんに何かすることはないかと検討する中、マスクが入
手できることになり、皆さんに配布となりました。
　４月 29 日、県工組の会議室に於いて、マスク、手袋
着用で５人の役員の方にお手伝いをいただいて郵送いた
しました。
　皆さんのお役に立ちましたでしょうか。

マスク配布のご案内
　拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上
げます。
　現在世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、
組合員の皆さまにもさまざまな形で影響が及んでい
るかと存じます。
　仕事や生活、健康などに影響を受けられている皆
さまと関係者の皆さまに、心よりお見舞いを申し上
げます。
　このような事態で現在もマスクの入手が困難な状
況が続いていますが、この度、広島県印刷工業組合
で入手が出来ましたので、組合員各社にマスクを配
布することといたしました。少量で従業員全員に行
き届かないかもしれませんが、感染拡大を防止する
ための一助としてご活用ください。
　なかなか先が見えない毎日が続きますが、一日で
も早く事態が収束することを願ってやみません。こ
のような状況でありますので体調管理にはくれぐれ
もお気をつけください。
　組合員皆さまのお役に立てることがございました
ら、県工組としても出来る限りサポートしてまいり
ますので遠慮なくご相談ください。

【新型コロナウイルス拡大に伴う対応】

～広島県工組　全組合員へ『マスク』の配布を～
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中元組合融資のご案内
令和元年度の中元組合融資を取り扱います。
融資をご希望の方は県工組事務局までご連絡く
ださい。
融資条件等は次のとおり
・融　資　額　：　100 万円
・申込締切日　：　6 月 5 日（金）
・融資予定日　：　7 月 1 日（水）
・連　絡　先　：　県工組事務局
　　　　　　　　　　TEL082 － 293 － 0906


